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(57)【要約】
【課題】微生物の栄養素や酸素供給剤を汚染土壌の汚染
度合に合わせて、適切な供給速度や供給量で供給するこ
とができ、新たな微生物を供給することによる二次汚染
の心配がなく、安全に、かつ低コストで汚染土壌の改質
をすることができる土壌改質組成物および土壌改質方法
が望まれていた。
【解決手段】本発明に係る土壌改質組成物は、土壌中に
存在する微生物を活性化させるための土壌改質組成物で
あって、微生物の栄養素または／および酸素供給剤が、
生分解性または／および水溶性を有する被覆材によって
被覆されていることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
土壌中に存在する微生物を活性化させるための土壌改質組成物であって、
前記微生物の栄養素または／および酸素供給剤が、
生分解性材料、水溶性材料、アルカリ溶解性材料、酸溶解性材料、熱溶解性材料から選ば
れる少なくとも１種以上の材料を有する被覆材によって被覆されていることを特徴とする
土壌改質組成物。
【請求項２】
前記被覆材の厚みが、
１ｍｍ～２５ｍｍであることを特徴とする請求項１に記載の土壌改質組成物。
【請求項３】
前記被覆材の一の部分が、
生分解性材料、水溶性材料、アルカリ溶解性材料、酸溶解性材料、熱溶解性材料から選ば
れる少なくとも１種以上の材料で形成されており、
他の部分が、
非生分解性材料、非水溶性材料、非アルカリ溶解性材料、非酸溶解性材料、非熱溶解性材
料から選ばれる少なくとも１種以上の材料で形成されていることを特徴とする請求項１ま
たは請求項２に記載の土壌改質組成物。
【請求項４】
前記被覆材が、
生分解性材料、水溶性材料、アルカリ溶解性材料、酸溶解性材料、熱溶解性材料から選ば
れる少なくとも１種以上の材料と、
非生分解性材料、非水溶性材料、非アルカリ溶解性材料、非酸溶解性材料、非熱溶解性材
料から選ばれる少なくとも１種以上の材料の混合比率を変化させた混合材料を、
層状に配置したものであることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の土壌改質組
成物。
【請求項５】
請求項１から４に記載の土壌改質組成物を用いること特徴とする土壌改質方法。
【請求項６】
請求項１から４に記載の土壌改質組成物を用いる土壌改質方法であって、地表面から深さ
方向に進むにつれて、被覆材の厚みが厚い土壌改質組成物を用いることを特徴とする土壌
改質方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、土壌中に存在する微生物を活性化させる土壌改質組成物に係り、さらに詳し
くは、微生物の栄養素や過酸化カルシウムなどの酸素供給剤を生分解性や水溶性を有する
材料で被覆した土壌改質組成物に関するものである。
【０００２】
　近年、工場やガソリンスタンドなどの跡地を再利用する際に、跡地の土壌が鉱物油やそ
の他の化学物質などに汚染されている場合があり、これら汚染土壌への対策が必要になっ
ている。
【０００３】
　従来から、これら汚染土壌に対する一般的な処理方法として、汚染土壌の掘削除去によ
り土壌の入れ替えを行う方法（掘削除去法）、「フェントン法」や「ホットソイル法」な
どに代表される化学薬品を用いる方法（化学処理法）、汚染物質に対して効果のある微生
物を用いる方法（微生物浄化法）などが用いられている。
　ここで、「フェントン法」とは、汚染土壌に鉄系物質と過酸化水素などを混合し、これ
らが反応する際の反応熱を用いて汚染物質を分解する方法であり、「ホットソイル法」と
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は、水と発熱反応を起こす生石灰などの物質と水を汚染土壌に混合し、これらが反応する
際の反応熱を用いて汚染物質を揮発する方法である。
【０００４】
　しかしながら、掘削除去法は迅速な対応はできるものの、汚染土壌の搬出、廃棄、非汚
染土壌の搬入が必要であることからコストが高くなるという問題があり、さらに汚染土壌
自体を改質するものではないという欠点がある。
　また、化学処理法は汚染土壌自体を改質するという長所はあるものの、激しい発熱反応
を伴うことから作業時の安全対策を厳重にする必要があり、また、掘削除去法のような土
壌の入れ替え程ではないにせよ、相応のコストがかかるという欠点がある。
　さらに、「ホットソイル法」は、反応熱を用いて汚染土壌中の汚染物質を揮発する方法
であることから、揮発した物質の臭気による周辺地域などの環境への配慮が必要になると
いう欠点がある。
【０００５】
　そこで近年、特許文献１～４に記載されているように、微生物が有する汚染物質に対す
る分解能に着目し、これら微生物を利用した土壌改質組成物が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平６－２１２１５５号公報
【特許文献２】特開平７－１３６６７５号公報
【特許文献３】特開２００３－１５４３５２号公報
【特許文献４】特開２００６－６７９５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１～４に記載の土壌改質組成物は、いずれも既に土壌中に存在
している微生物に加えて、新たな微生物を土壌に添加するものである。
　従って、特許文献１の［０００８］にも記載されているように添加した微生物による二
次汚染の恐れがあるという欠点を有している。
【０００８】
　また、特許文献１～４に記載の土壌改質組成物は、既に土壌中に存在している微生物以
外に新たに添加する微生物も汚染物質の分解を行うことから、土壌改質組成物を汚染土壌
に投入する際に、汚染土壌中において投入量のばらつきがあった場合には改質効果の不十
分な部分が発生するという不確実性の問題が発生するという欠点もある。
【０００９】
　さらに、特許文献１～３に記載の土壌改質組成物は、微生物や微生物の栄養素を多孔性
の物質に担持、すなわち微生物や微生物の栄養素を混合した培地などに多孔質物質を浸漬
させることなどによって、多孔質表面に微生物や微生物の栄養素を吸着、保持させている
ものであり、土壌に適用した際に、微生物や微生物の栄養素が担体表面から離脱すること
によって土壌中に供給されるものである。
　従って、対象とする汚染土壌に合わせて微生物や微生物の栄養素の供給速度、供給量が
適正なものとなるように、微生物や微生物の栄養素および担体の組み合わせを選択する必
要があり、このような適正な組み合わせが選択できない場合には、汚染土壌の改質が不十
分になってしまうという欠点がある。
【００１０】
　本発明は、上記した問題点に鑑みてなされたものであって、微生物の栄養素や酸素供給
剤を汚染土壌の汚染度合に合わせて、適切な供給速度や供給量で供給することができ、新
たな微生物を供給することによる二次汚染の心配がなく、安全に、かつ低コストで汚染土
壌の改質をすることができる土壌改質組成物および土壌改質方法の提供を目的とするもの
である。
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　また、建造物などの基礎の下に存在するような、いわゆる嫌気状態にある汚染土壌に対
しても簡便に長期的かつ継続的な改質を行うことができる土壌改質組成物および土壌改質
方法の提供を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１に係る土壌改質組成物は、土壌中に存在
する微生物を活性化させるための土壌改質組成物であって、微生物の栄養素または／およ
び酸素供給剤が、生分解性材料、水溶性材料、アルカリ溶解性材料、酸溶解性材料、熱溶
解性材料から選ばれる少なくとも１種以上の材料（分解性材料）を有する被覆材によって
被覆されていることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の請求項２に係る土壌改質組成物は、被覆材の厚みが、１ｍｍ～２５ｍｍである
ことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の請求項３に係る土壌改質組成物は、被覆材の一の部分が、生分解性材料、水溶
性材料、アルカリ溶解性材料、酸溶解性材料、熱溶解性材料から選ばれる少なくとも１種
以上の材料（分解性材料）で形成されており、他の部分が、非生分解性材料、非水溶性材
料、非アルカリ溶解性材料、非酸溶解性材料、非熱溶解性材料から選ばれる少なくとも１
種以上の材料（非分解性材料）で形成されていることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の請求項４に係る土壌改質組成物は、被覆材が、生分解性材料、水溶性材料、ア
ルカリ溶解性材料、酸溶解性材料、熱溶解性材料から選ばれる少なくとも１種以上の材料
（分解性材料）と、非生分解性材料、非水溶性材料、非アルカリ溶解性材料、非酸溶解性
材料、非熱溶解性材料から選ばれる少なくとも１種以上の材料（非分解性材料）の混合比
率を変化させた混合材料を、層状に配置したものであることを特徴とする。
【００１５】
　本発明の請求項５に係る土壌改質方法は、請求項１から４に記載の土壌改質組成物を用
いることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の請求項６に係る土壌改質方法は、請求項１から４に記載の土壌改質組成物を用
いる土壌改質方法であって、地表面から深さ方向に進むにつれて、被覆材の厚みが厚い土
壌改質組成物を用いることを特徴とする。
【００１７】
　本発明に用いられる微生物の栄養素としては、ＬＢ培地、酵母エキス（、イーストエク
ストラクト）、ミネラルなどの栄養剤、窒素、燐、カリウムなどが含まれている有機系ま
たは無機系肥料などが挙げられ、本発明に用いられる酸素供給剤としては、過酸化カルシ
ウムや過酸化マグネシウムなどの過酸化物が挙げられる。
　ここで、微生物の栄養素や酸素供給剤については、単独で用いても併用してもよい。ま
た、本発明に用いられる微生物の栄養素や酸素供給剤は形態を問わず、固体、液体、粉体
、ゲル状体など各種の形態のものを使用することができる。なお、栄養素や酸素供給剤の
内容量については汚染度合などに応じて適宜調節すればよい。
【００１８】
　本発明に用いられる被覆材としては、土壌中において所定の期間の後に被覆状態が解消
されて、内容物である栄養素や酸素供給剤が土壌中に供給されるものであれば特に限定さ
れないが、被覆材成分が土壌中に残存することによる土壌に対する二次汚染をより防止す
るという点から、生分解性材料、水溶性材料、アルカリ溶解性材料、酸溶解性材料、熱溶
解性材料から選ばれる少なくとも１種以上の材料を用いることが好ましい。
【００１９】
　ここで、生分解性材料としては、例えばデンプン、ポリ乳酸、脂肪族エステル、ポリブ
チレンサクシネート（ＰＢＳ）、ポリブチレンアジベートテレフタレート（ＰＢＡＴ）、
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ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリアリルアミン（ＰＡＡｍ）などが挙げられる。
【００２０】
　水溶性材料としては、例えばポリエチレンイミンなどのアルキレンイミンポリマー、ポ
リリジン、ポリアルギニンなどのポリアミノ酸、ポリアクリルアミド、ヒドロキシプロピ
ルセルロース（ＨＰＣ)、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリビニルピロリドン（
ＰＶＰ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、メチルセルロース（ＭＣ）、プルラン、水
溶性大豆多糖類、ゼラチンなどが挙げられる。
【００２１】
　アルカリ溶解性材料としては、例えばメタクリル酸のコポリマー、ビスコースレーヨン
、イソブチレン－無水マレイン酸共重合体などが挙げられる。
【００２２】
　酸溶解性材料としては、例えばキチン、キトサン、ツェイン、セラック、各種のセルロ
ース誘導体、各種のポリビニル誘導体などが挙げられる。
【００２３】
　熱溶解性材料としては、例えばパラフィンやワックスなどの加温することによって液状
となる常温で固体の硬化油などが挙げられる。
【００２４】
　なお、本発明に用いられる栄養素や酸素供給剤を被覆する方法としては、転動造粒法や
流動層造粒法などの公知の造粒方法、栄養剤や酸素供給剤を被覆材となる物質を塗布する
ことでコーティングする方法、栄養素や酸素供給剤を被覆材となる物質で作製したマイク
ロカプセルの中に充填する方法、栄養剤や酸素供給剤と被覆材となる物質とを混合した後
に粒状やペレット状などに成形する方法などが挙げられる。
　そして、上記のように栄養素や酸素供給剤を分解性材料で被覆することによって、所定
の時間が経過した後、被覆材による被覆状態が解消し、内容物である栄養素や酸素供給剤
が土壌中へ供給されるのである。
【００２５】
　本発明に用いられる被覆材の被覆の形態としては、所定の時間が経過した後に内容物で
ある栄養素や酸素供給剤が汚染土壌中に供給されるものであれば特に限定されない。
　このような被覆の形態としては、例えば図１のように繋ぎ目のないシームレスタイプの
ようなものや、図２のように凹型嵌合部を有する被覆材と凸型嵌合部を有する被覆材を作
製し、かかるカプセル部材の中に内容物を入れて嵌合するカプセルタイプのようなものが
挙げられる。
【００２６】
　ここで、分解性材料については単独で用いても併用してもよい。また、本発明の土壌改
質組成物は汚染土壌中において被覆状態が解消される必要があることから、分解性材料と
非分解性材料を併用する際については必ず分解性材料が混合されている必要があるが、分
解性材料が混合されていればその混合比率は対象とする土壌に応じて調節すればよい。
　具体的には、図１のように被覆材の全部が分解性材料で形成されている形態、図３のよ
うに分解性材料と非分解性材料の混合比率を変化させた混合材料によって被覆材の全部が
形成されている形態、図４のように分解性材料と非分解性材料の混合比率を変化させた混
合材料を層状に配置した形態、図５のように被覆材の一の部分が分解性材料で形成されて
おり、他の部分が非分解性材料で形成されている形態、図６のように図５の一の部分に用
いる分解性材料の代わりに、上記した混合材料を用いた形態などが挙げられる。
　なお、図３～図６については、図示しやすいように図１に示すシームレスタイプによっ
て模式したが、これに限定されず図２のようなカプセルタイプにおいても採用することが
できる。
【００２７】
　被覆後の土壌改質組成物の粒径については特に限定されず、汚染土壌の状況に応じて適
宜設定することができるが、対象土壌への適用のし易さや被覆材が汚染土壌中にて分解し
た際の内容物の効率的な拡散のためには、１μｍ～１００００μｍ程度の粒径とすること
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が好ましい。
【００２８】
　本発明に用いられる被覆材の厚みについては、内容物である栄養素や酸素供給剤を、土
壌の質や深さ、汚染度合などに応じて適正な時期に土壌中に供給できる厚みであれば特に
限定されないが、強度や改質効果の発現時期などを考慮すると１ｍｍ～２５ｍｍであるこ
とが好ましい。
　その理由は、被覆材の厚みがあまりにも薄すぎると取扱い時に被覆材が壊れてしまい、
土壌に投入する前に土壌改質組成物の内容物が出てしまう恐れがあるからであり、逆にあ
まりにも厚すぎると改質効果が発現するまでに時間がかかりすぎ、改質効果が不十分にな
る恐れがあるからである。
【００２９】
　本発明の土壌改質方法としては、上記した土壌改質組成物を用いる方法であれば特に限
定されないが、改質の対象となる土壌環境に応じて、内容物の量や被覆材の厚みなどを調
整した各種の土壌改質組成物を使い分けることが好ましい。
　例えば、建造物などが立っておらず、かつ地表面付近に存在する土壌については、地表
面から酸素の供給が多く行われる、いわゆる好気的な土壌環境にあることから、内容物の
量が少なく被覆材の厚みが薄い土壌改質組成物を用いることによって土壌中の微生物の活
動を調節する方法が挙げられる。
　一方、地表面上に建造物などが立っている土壌や深度が高い土壌については、地表面か
らの酸素の供給がほとんど行われない、いわゆる嫌気的な土壌環境にあることから、内容
物の量が多く被覆材の厚みが厚い土壌改質組成物を用いることによって土壌中の微生物の
活動を調節する方法が挙げられる。
　また、このような嫌気的環境の土壌では、場合によっては継続的な改質を行う必要があ
ることから、被覆材の厚みが段階的に異なる数種の土壌改質組成物を混合することによっ
て、被覆材の被覆状態が解消される時期をずらして、内容物である栄養素や酸素供給剤が
途切れることなく土壌中に供給されるようにして、土壌中の微生物の活動を維持する方法
が挙げられる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係る土壌改質組成物および土壌改質方法によれば、微生物の栄養素または／お
よび酸素供給剤が、生分解性材料、水溶性材料、アルカリ溶解性材料、酸溶解性材料、熱
溶解性材料から選ばれる少なくとも１種以上の材料を有する被覆材によって被覆されてい
ることを特徴としているので、微生物の栄養素や酸素供給剤を汚染土壌の汚染度合に合わ
せて、適切な供給速度や供給量で供給することができ、新たな微生物を供給することによ
る二次汚染の心配がなく、安全に、かつ低コストで汚染土壌の改質をすることができる。
　また、基礎の下に存在するような、地表面上に建造物などが立っているいわゆる嫌気状
態にある汚染土壌に対しても簡便に長期的かつ継続的な改質を行うことができる。
【００３１】
　本発明に係る土壌改質組成物によれば、被覆材の厚みが１ｍｍ～２５ｍｍであることを
特徴としているので、被覆材が取扱い時に破壊されることなく、微生物の栄養素や酸素供
給剤を土壌中に供給することができる。
【００３２】
　本発明に係る土壌改質組成物によれば、被覆材の一の部分が、生分解性材料、水溶性材
料、アルカリ溶解性材料、酸溶解性材料、熱溶解性材料から選ばれる少なくとも１種以上
の材料で形成されており、他の部分が、非生分解性材料、非水溶性材料、非アルカリ溶解
性材料、非酸溶解性材料、非熱溶解性材料から選ばれる少なくとも１種以上の材料で形成
されていることを特徴としているので、微生物の栄養素や酸素供給剤を汚染土壌の汚染度
合に合わせて、より適切な供給速度で供給することができる。
【００３３】
　また、被覆材が、生分解性材料、水溶性材料、アルカリ溶解性材料、酸溶解性材料、熱
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溶解性材料から選ばれる少なくとも１種以上の材料と、非生分解性材料、非水溶性材料、
非アルカリ溶解性材料、非酸溶解性材料、非熱溶解性材料から選ばれる少なくとも１種以
上の材料の混合比率を変化させた混合材料を、層状に配置したものであることを特徴とし
ているので、この点においても微生物の栄養素や酸素供給剤を汚染土壌の汚染度合に合わ
せて、より適切な供給速度で供給することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明に係る土壌改質組成物の第１の実施形態の断面を示す模式図である。
【図２】本発明に係る土壌改質組成物の第２の実施形態を示す模式図である。
【図３】本発明に係る土壌改質組成物の第３の実施形態の断面を示す模式図である。
【図４】本発明に係る土壌改質組成物の第４の実施形態の断面を示す模式図である。
【図５】本発明に係る土壌改質組成物の第５の実施形態の断面を示す模式図である。
【図６】本発明に係る土壌改質組成物の第６の実施形態の断面を示す模式図である。
【図７】本発明に係る土壌改質方法の第１の実施形態を示す模式図である。
【図８】本発明に係る土壌改質方法の第２の実施形態を示す模式図である。
【図９】本発明に係る土壌改質方法の第３の実施形態を示す模式図である。
【図１０】本発明に係る土壌改質方法の第４の実施形態を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明の土壌改質組成物および土壌改質方法の実施形態を図面に基づいて説明する。な
お、以下に述べる実施形態は本発明を具体化した一例に過ぎず、本発明の技術的範囲を限
定するものでない。
【００３６】
（土壌改質組成物）
　まず、本発明に係る土壌改質組成物を説明する。
　図１は本発明に係る土壌改質組成物の第１の実施形の断面を示す模式図であり、図２は
本発明に係る土壌改質組成物の第２の実施形態を示す模式図であり、図３は本発明に係る
土壌改質組成物の第３の実施形態の断面を示す模式図であり、図４は本発明に係る土壌改
質組成物の第４の実施形態の断面を示す模式図であり、図５は本発明に係る土壌改質組成
物の第５の実施形態の断面を示す模式図であり、図６は本発明に係る土壌改質組成物の第
６の実施形態の断面を示す模式図である。
【００３７】
（土壌改質組成物の第１の実施形態）
　次に、本発明に係る土壌改質組成物の第１の実施形態の構成および作用を説明する。図
１に示す本発明の第１の実施形態である土壌改質組成物１ａは、微生物の栄養素や酸素供
給剤である内容物２が被覆材３で被覆されており、被覆材３の全部が、分解性材料４で形
成されることによって構成されている。なお、被覆材３の厚みは改質する土壌に合わせて
、１ｍｍ～２５ｍｍの間で調整される。
　そして、土壌中に投入された後、時間の経過とともに被覆材３の分解や溶解が進むこと
によって所定の時間が経過した後、被覆状態が解消されて微生物の栄養素や酸素供給剤で
ある内容物２が土壌中に供給されることになる。
【００３８】
（土壌改質組成物の第２の実施形態）
　次に、本発明に係る土壌改質組成物の第２の実施形態の構成および作用を説明する。図
２に示す本発明の第２の実施形態である土壌改質組成物１ｂは、被覆材３が図２（ａ）に
示すような凹型嵌合部５を有する被覆材３ａと凸型嵌合部６を有する被覆材３ｂであり、
かかる被覆材３の中に内容物２を入れて嵌合することによって、図２（ｂ）のように土壌
改質組成物１ｂが形成されているものである。
　そして、土壌中に投入された後、時間の経過とともに被覆材３の分解や溶解が進むこと
によって所定の時間が経過した後、被覆状態が解消されて微生物の栄養素や酸素供給剤で
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ある内容物２が土壌中に供給されることになる。
【００３９】
（土壌改質組成物の第３の実施形態）
　次に、本発明に係る土壌改質組成物の第３の実施形態の構成および作用を説明する。図
３に示す本発明の第３の実施形態である土壌改質組成物１ｃも内容物２が被覆材３によっ
て被覆されているが、被覆材３の全部が、分解性材料４と非分解性材料７の混合比率を変
化させた混合材料８で形成されている点において、第１の実施形態と異なっている。
　ここで、分解性材料４と非分解性材料７の混合比率については、必ず分解性材料４が混
合されていなければならないが、分解性材料４が混合されていればその混合比率は対象と
する土壌に応じて調節されることになる。そして、例えば、分解性材料の混合比率が被覆
材全体の９０重量％の場合は１ヶ月後に被覆状態が解消され、分解性材料の混合比率が被
覆材全体の５０重量％の場合は３ヶ月後に被覆状態が解消され、分解性材料の混合比率が
被覆材全体の１０重量％の場合は６ヶ月後に被覆状態が解消されるなどのデータを予め把
握しておくことによって、最適な時期に内容物の供給を土壌に行うことができる。なお、
被覆材３の厚みは改質する土壌に合わせて、１ｍｍ～２５ｍｍの間で調整される。
【００４０】
　そして、土壌中に投入されて時間の経過とともに被覆材３の分解や溶解が進むことによ
って所定の時間が経過した後、被覆状態が解消されて微生物の栄養素や酸素供給剤である
内容物２が土壌中に供給されることになる。
　従って、本実施形態においては、第１の実施形態と比べると内容物２を土壌に供給した
い時期をより細かく調節することができる。
【００４１】
（土壌改質組成物の第４の実施形態）
　次に、本発明に係る土壌改質組成物の第４の実施形態の構成および作用を説明する。図
４に示す本発明の第４の実施形態である土壌改質組成物１ｄも内容物２が被覆材３によっ
て被覆されているが、分解性材料４と非分解性材料７の混合比率を変化させた混合材料８
ａおよび８ｂを層状に配置して形成されている点において、第１の実施形態と異なってい
る。なお、被覆材３の厚みは改質する土壌に合わせて、１ｍｍ～２５ｍｍの間で調整され
る。また、混合材料の層の数についても改質する土壌に合わせて調整される。
【００４２】
　そして、土壌中に投入された後、時間の経過とともに被覆材３の分解や溶解が進むこと
によって所定の時間が経過した後、被覆状態が解消されて微生物の栄養素や酸素供給剤で
ある内容物２が土壌中に供給されることになる。
　従って、本実施形態においては、層状に配置された混合材料８ａおよび８ｂの混合比率
によって被覆状態の解消速度が異なることから、第１の実施形態や第３の実施形態と比べ
ると内容物２を土壌に供給したい時期をさらに細かく調節することができる。
【００４３】
（土壌改質組成物の第５の実施形態）
　次に、本発明に係る土壌改質組成物の第５の実施形態の構成および作用を説明する。図
５に示す本発明の第５の実施形態である土壌改質組成物１ｅも、内容物２が被覆材３によ
って被覆されているが、被覆材３の一の部分が分解性材料４で形成されており、他の部分
が非分解性材料７で形成されている点において、第１の実施形態と異なっている。
　ここで、分解性材料４については単独で用いても併用してもよく、土壌に応じて調節さ
れることになる。また、図５に示すように、分解性材料４で形成される被覆材３の一の部
分の形態については、針状４ａになっていても蓋状４ｂになっていてもよく、またこれら
を併用してもよい。なお、本実施形態においても、被覆材３の厚みは改質する土壌に合わ
せて１ｍｍ～２５ｍｍの間で調整される。
【００４４】
　そして、土壌中に投入された後、時間の経過とともに分解性材料４の分解や溶解が進む
ことによって所定の時間が経過した後、被覆状態が解消されて微生物の栄養素や酸素供給
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剤である内容物２が土壌中に供給されることになる。
　従って、本実施形態においては、第１の実施形態のような内容物２がほぼ一度に供給さ
れる形態に比べ、内容物２が少しずつ土壌中に供給されることとなる。
【００４５】
（土壌改質組成物の第６の実施形態）
　次に、本発明に係る土壌改質組成物の第６の実施形態の構成および作用を説明する。図
６に示す本発明の第６の実施形態である土壌改質組成物１ｆも、内容物２が被覆材３によ
って被覆されているが、被覆材３の一の部分が混合材料８で形成されており、他の部分が
非分解性材料７で形成されている点において第５の実施形態と異なっている。
　ここで、混合材料８の混合比率については、第３の実施形態と同様に必ず分解性材料が
混合されていなければならないが、分解性材料４が混合されていればその混合比率は改質
の対象となる土壌に応じて調節されることになる。そして、第３の実施形態と同様に、分
解性材料の混合比率と被覆状態が解消される時間との関係を予め把握しておくことによっ
て、最適な内容物の供給を土壌に行うことができる。なお、被覆材３の厚みは改質する土
壌に合わせて１ｍｍ～２５ｍｍの間で調整される。
【００４６】
　そして、土壌中に投入されて時間の経過とともに混合材料８の分解や溶解が進むことに
よって所定の時間が経過した後、被覆状態が解消されて微生物の栄養素や酸素供給剤であ
る内容物２が土壌中に供給されることになる。
　従って、本実施形態においては、被覆材３の一の部分が混合材料８で形成されているこ
とから、第５の実施形態と比べ、内容物２がより少しずつ土壌中に供給されることとなる
。
【００４７】
（土壌改質方法）
　次に、本発明に係る土壌改質方法を説明する。図７は本発明に係る土壌改質方法の第１
の実施形態を示す模式図であり、図８は本発明に係る土壌改質方法の第２の実施形態を示
す模式図であり、図９は本発明に係る土壌改質方法の第３の実施形態を示す模式図であり
、図１０は本発明に係る土壌改質方法の第４の実施形態を示す模式図である。
【００４８】
　なお、これら土壌改質方法の各実施形態においては第１の実施形態の土壌改質組成物１
ａを用いているが、これに限定されるものではなく、他の実施形態の土壌改質組成物を用
いることもできる。
【００４９】
　さらに、前記の土壌改質組成物とこれら土壌改質方法の各実施形態を組み合わせること
によって、汚染度合と土壌環境に適した、より細かい土壌改質を行うことができる。
【００５０】
（土壌改質方法の第１の実施形態）
　次に、本発明に係る土壌改質方法の第１の実施形態を説明する。ここで、図７に示す本
実施形態は、地表面上に建造物が立っていない土壌を対象とするものである。
【００５１】
　まず、改質したい範囲の土壌９を掘削する。
【００５２】
　次に、土壌９の汚染度合に応じて、必要となる栄養素や酸素供給剤の量を試算し、被覆
材３の被覆状態が解消した際に土壌に供給される内容物２の総量が改質に必要な量となる
ように、所定量の土壌改質組成物１ａを土壌９に混合する。
　この際、土壌改質組成物１ａを混合した土壌９を元の場所に埋め戻した際に、表層部１
０となる土壌９については、地表面から酸素の供給がなされることから、中層部１１、深
層部１２に混合される土壌改質組成物１ａよりも内容物２の量が少ない土壌改質組成物１
ａが用いられる。また、被覆材３の厚みについても、表層部１０から中層部１１、深層部
１２になるにつれて被覆材が厚い土壌改質組成物１ａが用いられる。
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【００５３】
　そして、時間の経過とともに被覆材３の分解や溶解が進むことによって所定の時間が経
過した後、被覆状態が解消されて微生物の栄養素や酸素供給剤である内容物２が土壌中に
供給され、土壌中の微生物の活動が調節されることになる。
【００５４】
（土壌改質方法の第２の実施形態）
　次に、本発明に係る土壌改質方法の第２の実施形態を説明する。ここで、図８に示す本
実施形態は、地表面上に建造物が立っていない土壌であり、かつ継続的な改質が必要な土
壌を対象とするものである。
【００５５】
　まず、改質したい範囲の土壌９を掘削する。
【００５６】
　次に、土壌９の汚染度合に応じて、必要となる栄養素や酸素供給剤の量を試算し、被覆
材３の被覆状態が解消した際に土壌に供給される内容物２の総量が改質に必要な量となる
ように、所定量の土壌改質組成物１ａを土壌９に混合する。
　この際、土壌改質組成物１ａを混合した土壌９を元の場所に埋め戻した際に、表層部１
０、中層部１１、深層部１２の各層の土壌９には、各層において複数の被覆材３の厚みを
有する数種の土壌改質組成物１ａが混合される。
【００５７】
　そして、時間の経過とともに、順次、被覆材３の厚みが薄い土壌改質組成物１ａから内
容物２の土壌中への供給がなされることになり、よって土壌中の微生物の活動が維持され
、継続的な土壌改質が行われることになる。
【００５８】
（土壌改質方法の第３の実施形態）
　次に、本発明に係る土壌改質方法の第３の実施形態を説明する。ここで、図９に示す本
実施形態は、地表面上に建造物が立っている土壌を対象とするものである。
【００５９】
　まず、改質したい範囲の土壌９を掘削する。
【００６０】
　次に、土壌７の汚染度合に応じて、必要となる栄養素や酸素供給剤の量を試算し、被覆
材３の被覆状態が解消した際に土壌に供給される内容物２の総量が改質に必要な量となる
ように、所定量の土壌改質組成物１ａを土壌９に混合する。
　この際、土壌改質組成物１ａを混合した土壌９を元の場所に埋め戻した際に、表層部１
０となる土壌９については、地表面からの酸素の供給がほとんどないことから、中層部１
１、深層部１２に混合される土壌改質組成物１ａと同程度の量の内容物２が被覆された土
壌改質組成物１ａが用いられる。また、被覆材３の厚みについても、各層においてほとん
ど変わらない厚みの土壌改質組成物１ａが用いられる。
【００６１】
　そして、時間の経過とともに被覆材３の分解や溶解が進むことによって所定の時間が経
過した後、被覆状態が解消されて微生物の栄養素や酸素供給剤である内容物２が土壌中に
供給され、土壌中の微生物の活動が調節されることになる。
【００６２】
（土壌改質方法の第４の実施形態）
　次に、本発明に係る土壌改質方法の第４の実施形態を説明する。ここで、図１０に示す
本実施形態は、地表面上に建造物が立っている土壌であり、かつ継続的な改質が必要な土
壌を対象とするものである。
【００６３】
　まず、改質したい範囲の土壌９を掘削する。
【００６４】
　次に、土壌９の汚染度合に応じて、必要となる栄養素や酸素供給剤の量を試算し、被覆
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材３の被覆状態が解消した際に土壌に供給される内容物２の総量が改質に必要な量となる
ように、所定量の土壌改質組成物１ａを土壌９に混合する。
　この際、土壌改質組成物１ａを混合した土壌９を元の場所に埋め戻した際に、表層部１
０となる土壌９については、地表面からの酸素の供給がほとんどないことから、中層部１
１、深層部１２に混合される土壌改質組成物１ａと同程度の量の内容物２が被覆された土
壌改質組成物１ａが用いられる。そして、表層部１０、中層部１１、深層部１２の各層の
土壌９には、各層において複数の被覆材３の厚みを有する数種の土壌改質組成物１ａが混
合される。
【００６５】
　そして、時間の経過とともに、順次、被覆材３の厚みが薄い土壌改質組成物１ａの内容
物２が土壌中に供給されることになることから土壌中の微生物の活動が維持され、継続的
な土壌改質が行われることになる。
【００６６】
　次に、本発明の具体的な実施例を説明する。なお、本発明は以下の実施例に限定される
ものではない。
【００６７】
（実施例１）
　内容物として過酸化カルシウムを主成分とした粒状の酸素供給剤を用い、被覆材として
生分解性を有する材料であるＰＶＡを用いた。そして、撹拌装置付きの容器に過酸化カル
シウム製剤０．０４ｇを入れ、撹拌をしながら１０重量％濃度のＰＶＡ水溶液を０．００
４ｇスプレーした。その後５０℃において１２０分乾燥を行い、最後にふるいを用いて粒
径が略５．１ｍｍである実施例１の土壌改質組成物を得た。
【００６８】
（実施例２）
　内容物として栄養剤である粉末状のＬＢ培地成分を用い、被覆材として生分解性を有す
る材料であるＰＶＡを用いた。そして、撹拌装置付きの容器にＬＢ培地成分０．３１４ｇ
を入れ、撹拌をしながら１０重量％濃度のＰＶＡ水溶液を０．０３ｇスプレーした。その
後５０℃において１２０分乾燥を行い、最後にふるいを用いて粒径が略１０．２ｍｍであ
る実施例２の土壌改質組成物を得た。
【００６９】
（実施例３）
　内容物として過酸化カルシウムを主成分とした粒状の酸素供給剤を用い、被覆材として
水溶性を有する材料であるポリエチレンイミンを用いた。そして、撹拌装置付きの容器に
過酸化カルシウム製剤０．０４ｇを入れ、撹拌をしながら１０重量％濃度のポリエチレン
イミン水溶液を０．００４ｇスプレーした。その後５０℃において１２０分乾燥を行い、
最後にふるいを用いて粒径が略５．１ｍｍである実施例３の土壌改質組成物を得た。
【００７０】
（実施例４）
　内容物として栄養剤である粉末状のＬＢ培地成分を用い、被覆材として水溶性を有する
材料であるポリエチレンイミンを用いた。そして、撹拌装置付きの容器にＬＢ培地成分０
．３１４ｇを入れ、撹拌をしながら１０重量％濃度のポリエチレンイミン水溶液を０．０
３ｇスプレーした。その後５０℃において１２０分乾燥を行い、最後にふるいを用いて粒
径が略１０．２ｍｍである実施例４の土壌改質組成物を得た。
【００７１】
（実施例５）
　内容物として過酸化カルシウムを主成分とした粒状の酸素供給剤と栄養剤である粉末状
のＬＢ培地成分を併用し、被覆材として生分解性を有する材料であるＰＶＡと水溶性を有
する材料であるポリエチレンイミンを併用した。
　そして、撹拌装置付きの容器に過酸化カルシウム０．０２ｇとＬＢ培地０．０２ｇを入
れ、撹拌をしながら１０重量％濃度のＰＶＡ水溶液と１０重量％濃度のポリエチレンイミ



(12) JP 2012-201766 A 2012.10.22

10

20

30

ン水溶液の混合溶液を０．００４ｇスプレーした。その後５０℃において１２０分乾燥を
行い、最後にふるいを用いて粒径が略５．１ｍｍである実施例５の土壌改質組成物を得た
。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明の土壌改質組成物は、汚染土壌の改質に用いることができる。
【符号の説明】
【００７３】
１ａ　土壌改質組成物
１ｂ　土壌改質組成物
１ｃ　土壌改質組成物
１ｄ　土壌改質組成物
１ｅ　土壌改質組成物
１ｆ　土壌改質組成物
２　　内容物
３　　被覆材
３ａ　被覆材
３ｂ　被覆材
４　　分解性材料
４ａ　分解性材料
４ｂ　分解性材料
５　　凹型嵌合部
６　　凸型嵌合部
７　　非分解性材料
８　　混合材料
８ａ　混合材料
８ｂ　混合材料
８ｃ　混合材料
８ｄ　混合材料
９　　土壌
１０　表層部
１１　中層部
１２　深層部
１３　建造物
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